
奈
良
県
恩
給
等
支
給
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
号

奈
良
県
恩
給
等
支
給
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
恩
給
等
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
恩
給
等
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
奈
良
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
本
人

確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第

三
十
条
の
八
」
に
改
め
る
。

（
火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
七
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
二
の
項
下
欄
イ
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第

一
項
」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の

五
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
八
」
に
改
め
る
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項

」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の
五
第

一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
、
第
五
条
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
二
項
第
一
号

た
だ
し
書
、
第
九
条
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
、
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
及
び
第
十
四

条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
本
人

確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

奈
良
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
奈
良
県
規
則
第

七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、

「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の
五
第
一
項
」

を
「
第
三
十
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
中
「

第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府

県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
六
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第

一
項
」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の

五
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五

第
一
項
」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
、

「
他
の
都
道
府
県
知
事
（
同
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
情
報
処
理
機
関
に
行
わ

せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
情
報
処
理
機
関
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
係
る
本
人
確
認
情
報
」
を
「
係
る

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
九
」
に
、
「
規
定

す
る
本
人
確
認
情
報
」
を
「
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項

」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
当
該
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人

確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の
八
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項

」
に
、
「
他
の
都
道
府
県
知
事
」
を
「
機
構
」
に
、
「
係
る
本
人
確
認
情
報
」
を
「
係
る
機
構
保
存

本
人
確
認
情
報
」
に
、
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、
「
当
該

本
人
確
認
情
報
」
を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2015-09-16T14:29:59+0900
	naraken.




